
令和３年度 文京区障害者 

基幹相談支援センター事業計画 
 

１  基本方針  

 障 害 の 種 別（ 身 体 障 害・知 的 障 害・精 神 障 害・難 病 等 ）に か か わ ら ず 、総 合 的 ・

専 門 的 な 相 談 対 応 を 行 い 、自 立 を 支 援 す る 。ま た 、相 談 支 援 事 業 者 等 に 対 す る 専

門 的 な 指 導・助 言 、情 報 収 集・提 供 、人 材 育 成 の 支 援 等 に よ り 、区 内 全 体 の 相 談

支 援 機 能 の 強 化 を 図 る 拠 点 を 目 的 と す る 。事 業 は 、社 会 福 祉 法 人 復 生 あ せ び 会 と

の 共 同 事 業 体 と し て 行 う 。  

 

２  支援方針  

⑴   総 合 相 談 支 援 体 制 の 構 築  

①  ワ ン ス ト ッ プ 窓 口 の 役 割 を 担 う 。  

②  困 難 事 例 へ の 対 応 を 行 う 。  

  ③  ピ ア カ ウ ン セ リ ン グ を 再 構 築 す る 。  

⑵   地 域 移 行 ・ 地 域 定 着 の 促 進  

①  入 所 施 設 や 医 療 機 関 へ の 働 き か け を 行 う 。  

②  地 域 の 支 援 体 制 を 整 備 す る 。  

⑶   地 域 の 相 談 支 援 体 制 の 強 化  

①  相 談 支 援 事 業 者 や 身 体・知 的 障 害 者 相 談 員 等 と の 連 携・支 援 体 制 を 強 化 す る 。 

  ②  相 談 支 援 事 業 者 に 対 す る 専 門 的 な 指 導 、 助 言 や 人 材 育 成 の 支 援 な ど を 行 う 。 

  ③  地 域 自 立 生 活 支 援 セ ン タ ー 事 業 の 取 り 組 み を 踏 ま え た 講 演 会 を 開 催 す る 。  

⑷   権 利 擁 護 ・ 虐 待 防 止  

①  成 年 後 見 制 度 の 利 用 を 支 援 す る 。  

 ②  虐 待 防 止 の 取 り 組 み を 行 う 。  

⑸   そ の 他  

①  自 立 支 援 協 議 会 の 当 事 者 部 会 と 相 談 支 援 専 門 部 会 を 開 催 す る 。  

②  自 立 支 援 協 議 会 に 事 業 の 実 績 報 告 を 行 な う 。  

 

３  事業  

⑴   総 合 相 談 支 援 体 制 の 構 築  

①  全 て の 障 害 に 関 す る 相 談 に 対 応 し 、 関 連 情 報 の 収 集 と 提 供 に 努 め る 。  

②  障 害 の 重 複 や 多 問 題・機 能 不 全 家 族 、支 援 拒 否 な ど の 困 難 事 例 に つ い て ア ウ

ト リ ー チ を 含 む 継 続 的 な 支 援 を 行 う 。  

⑵   地 域 移 行 ・ 地 域 定 着 の 促 進  

①  入 所 者 や 入 院 中 の 障 害 者 に つ い て 、地 域 移 行 に 向 け た 取 組 が 適 切 で あ る と 判

断 さ れ る 対 象 者 を 把 握 し 、地 域 移 行 及 び 地 域 定 着 に 関 す る マ ネ ジ メ ン ト 等 を

行 な う 。  



  ②  地 域 定 着 に 向 け て 必 要 と な る 支 援 体 制 構 築 の 検 討 を 行 な う 。  

⑶   地 域 の 相 談 支 援 体 制 の 強 化  

①  地 域 生 活 支 援 拠 点 事 業 所（ 令 和 ４ 年 度 ま で に ４ か 所 設 置 予 定 ）等 と 、地 域 に

お け る 相 談 支 援 に 係 る 機 関 や 個 人 と の 連 携 を 進 め 地 域 全 体 の 相 談 支 援 機 能

の 向 上 を 図 る 。  

  ②  相 談 支 援 事 業 者 等 を 対 象 と す る 専 門 研 修 を 企 画 し 、 資 質 の 向 上 を 図 る 。  

⑷   権 利 擁 護 ・ 虐 待 防 止  

①  成 年 後 見 制 度 の 利 用 に 関 す る 相 談 支 援 や 情 報 提 供 を 行 な う 。ま た 成 年 後 見 制

度 の 利 用 が 必 要 と 判 断 さ れ る 場 合 に は 関 係 機 関 に つ な ぐ な ど の 支 援 を 行 な

う 。  

  ②  障 害 者 虐 待 防 止 セ ン タ ー と 連 携 し て 、虐 待 防 止 の た め の 啓 発 活 動 や 、研 修 等

に 取 り 組 む 。  

③  障 害 者 虐 待 防 止 セ ン タ ー の 休 日 や 夜 間 の 受 付 窓 口 と し て 電 話 対 応 を 行 う 。ま

た 、 虐 待 の 通 報 を 受 け た 場 合 に は 虐 待 防 止 セ ン タ ー と 連 携 し て 早 期 に 対 応

し 解 決 に 向 け て 取 り 組 む 。  

⑸   そ の 他  

①  自 立 支 援 協 議 会 の 相 談 支 援 専 門 部 会 と 当 事 者 部 会 の 事 務 局 を 務 め る 。  

 ②  障 害 者 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー の 活 動 計 画 を 自 立 支 援 協 議 会 に 諮 る と と も に 、

実 績 報 告 を 行 な う 。  

 

４  対象者  

⑴   文 京 区 内 在 住 の 障 害 の あ る 方 、 そ の 家 族  

⑵   障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 係 る 関 係 機 関  

⑶   文 京 区 内 在 住 で 障 害 福 祉 に 関 す る 相 談 ご と が あ る 方  

 

５  相談窓口開設時間  

⑴   平 日  午 前 ９ 時 か ら 午 後 ６ 時 ま で  

⑵   土 曜  午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で  

 ※ 日 曜 、 祝 日 、 年 末 年 始 （ 12/29～ 1/3） は 休 業  

 

 


